採用時の労働条件について
１、「募集時の労働条件」と「採用時の労働条件」が違う場合

　労基法上、労働条件の明示義務は、「募集時」ではなく「採用時」になります。「募集時」の労働条件は「あくまでも見込み」です。

　①正式採用時に実際の労働条件を明示した場合　　→　「明示された労働条件」

　②　　　〃　　　　　　　明示しなかった場合　　→　「募集時に提示された労働条件」

２、労基法第１５条２項

　「労働契約締結の際に明示された労働条件がその後相違することが判明した場合には、労働者は労働契約の即時解除権があります。」

　※　これには労働者側に義務としてある２週間以上前の予告は不要です。

３、事業主は労働条件の提示や決定にあたっては、誠実に対応しましょう！
　求人票に初任給見込み額を記載しながら、企業側の十分な客観的理由もないのに採用後の確定的労働条件を見込みの労働条件より下回らせて、直前まで内定者に告知しない場合、労働契約上誠実義務違反として損害賠償（慰謝料や１年分程度の差額の賠償）が認められるべしという学説があります。
